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概要：近年、SNS による世論操作を通じた投票行動への影響力行使が問題とされるようになってきているが、このよ
うな影響力行使は「デジタル・ゲリマンダー(digital gerrymandering)」と呼ばれるようになっている。SNS は、その分
析を通じてある特定の政治的傾向を持つユーザーの集団を特定し、その集団の投票行動に影響を与えることも可能で

ある。これらの SNS 事業者やサーチエンジンによる世論操作や投票行動への影響力行使の法的問題点と、規制の可能
性について検討する。 
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1. はじめに

本 報 告 は 、「 デ ジ タ ル ・ ゲ リ マ ン ダ ー (digital
gerrymandering)」に関する動向を紹介し、さまざまなデジタ

ル・ゲリマンダーに関する法的問題点と、規制の可能性に

ついて検討することを目的とする。

ゲリマンダーとは、選挙区割りを恣意的に画定して特定

の候補者や政党の有利・不利を図ることをいう。1811 年、

マサチューセッツ州知事エルブリッジ・ゲーリーが州議会

の選挙に際しエセックス・カウンティ(Essex County) の選

挙区を自派の民主党に有利になるように恣意的に画定した。

その選挙区の概観がサラマンダーに似ていたので、画家が

翼と爪を加えてイラストを描き新聞に風刺漫画として掲載

したので、一躍有名となった。これがゲリマンダーの語源

とされている。

ゲリマンダーは、今日のアメリカでも深刻な問題である。

アメリカの選挙では選挙区間人口の平等が極端に厳しく要

求されるので、地理的な区画や行政区画を無視して選挙区

割りを行わざるを得ない。このため、選挙区間人口を平等

にすることを口実とした意図的な選挙区割りも横行してい

る。また 1980 年代以降、マイノリティの代表が選出されや

すいように意図的なゲリマンダーを行ってマイノリティの

政治的権利を保障しようとするマイノリティ＝マジョリテ

ィ選挙区割りが、連邦投票権法第 2 条の規定を利用して行

われ1、最終的に連邦最高裁によって否定されるまでの間、

大きな論争となってきた2。 
デジタル・ゲリマンダーの概念を提唱したのはハーバー

ド・ロースクールのジョナサン・ジットレイン教授であり、

SNS による世論操作を通じた投票行動への影響力行使を批

判した3。しかし、SNS だけではなくインターネット上のさ

まざまな手段を用いた世論操作や投票行動への影響力行使

が用いられていることが明らかにされつつあり、問題は

SNS による世論操作にとどまらないようにも思われる。 
そこで本稿では、ジットレイン教授が指摘する SNS に限

らず、広くインターネット上のさまざまな手段を用いた世
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論操作や投票行動への影響力行使を検討の対象とする。こ

のため、本稿では①コンピューター技術を使って恣意的な

選挙区割りを行うこと（地理的ゲリマンダーの高度化）、②

統計的データ分析を用いて選挙区割以外の方法により投票

結果にバイアスをかけること（たとえば、レンタルビデオ

店の顧客にのみ投票を促すようなキャンペーンを行うこと

等）、③SNS などでメッセージの伝達にバイアスをかける

ことによって誘導を行うこと（感情伝染実験）、という 3 つ

の類型を考えたい。

また、世論誘導を通じた選挙への介入という面では、サ

ーチエンジンの検索結果の操作による世論操作、サイバー

攻撃やフェイクニュースの流通4等を通じた選挙全般への

介入という問題もある。後者に焦点が当てられるようにな

ったのは、2016 年アメリカ大統領選挙でロシアが候補者や

政党関係者へのサイバー攻撃を通じて介入したとされる事

案である5。 

2. デジタル・ゲリマンダーの諸相

2.1 地理的ゲリマンダーの高度化 
アメリカでは様々な選挙区割ソフトウェアが利用され

ており、国勢調査の結果も、選挙区割用に「国勢調査選挙

区割データプログラム」6として提供されている。前述した

ようにアメリカの選挙では選挙区間人口の平等が極端に厳

しく要求され、地理的な区画や行政区画を無視して選挙区

割りを行わざるを得ない。特にアメリカの連邦下院議員選

挙では、選挙区間人口の差が数パーセント以内となるよう

に区割を行わなければならない。このため、コンピュータ

ーを活用して選挙区割りが行われる。

その際、さまざまなデータを活用して選挙区間人口は平

等にしつつも、党派的に有利なように線引きするアルゴリ

ズムが活用されているという7。他方で、このような線引き

における党派性を検知して、ゲリマンダーを防止しようと

するソフトウェアも開発されている。

2.2 ビッグデータ分析 
ビッグデータの分析を通じて経済的価値を創出するだけ



ではなく、それを世論操作に活用しようとする動きは、か

なり以前から始まっている。

マスメディアも世論操作を試みることがあり、さまざま

な実例がある。しかしビッグデータを有するプラットフォ

ームがあるバイアスの下に政治的な意図を持って世論操作

を行おうとする場合、個人をターゲットとできること、タ

ーゲットにされた個人は自分がそのような操作対象となっ

ていることを知らないままに誘導され、秘密裡の世論操作

が行われる恐れがあるという問題が生じる。さらに、その

ような世論操作が、コンピューター上でのアルゴリズムに

よって行われるために、当該アルゴリズム自体は特許や営

業秘密によって守られ、ブラックボックスと化す。これら

は知的財産権や所有権に関する実定法レベルでは許容され

るが、政治的公開性や透明性、それによる権力の政治的正

統性の獲得という民主主義の前提とは衝突することになる。 
2.3 感情伝染実験 

Facebook は、感情伝染実験の一環として有権者に対して

特別なメッセージを表示することで投票行動に影響を与え

ることができるかどうかを実験していた。その手法や結果

は『ネイチャー』誌上で公開されている8。 
Facebook は、2016 年参議院議員選挙の際に日本の有権者

に対しても、選挙当日、ニュースフィードの上部に「今日

は投票日です」というメッセージと「私は投票します」と

書かれたボタンを表示させた。ボタンをクリックすると、

自分のタイムラインに「私は『2016 年参議院選挙』に投票

します」とコメントが自動的に投稿された。

これらについて、Facebook は「選挙前に有権者登録をす

るためのリマインダーや、投票日当日のリマインダー」で

あるとしており、「すべての方が快適に投票に参加できるよ

うにこのようなリマインダーを送信してい」るとする9。
Facebook 側は投票率の向上を目的としたものとするが、

SNS は厖大な個人の行動に関する記録データを収集するこ

とが可能である。その分析を通じて、政治的傾向や思想・

信条についても精度で予測した上で、対象者を意図的に抽

出することができると見られる。したがって SNS は、収集

した情報の分析を通じてある特定の政治的傾向を持つユー

ザーの集団を特定し、その集団に属するユーザーだけにメ

ッセージを表示することによって、投票行動に影響を与え

ることも可能である。特定のユーザーを抽出してその投票
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率を上げるのであれば、それは選挙結果に影響を与えうる。

これは、投票率向上のための啓発をこえるものであろう。

3. 法規制の可能性

結論から先にいえば、これらのデジタル・ゲリマンダー

に対する法的規制は、アメリカでは一般的に困難であると

される。表現の自由を重視するアメリカの選挙運動規制は

日本のそれに比べるとはるかにゆるやかであり、主として

候補者本人や政党等に対する政治資金・選挙資金の使途規

制を通じた規制を行うにとどまる。このため、SNS 等の第

三者が行う行為について規制することは難しい10。 
他方で、デジタル・ゲリマンダーに利用されるデータが

個人データである場合には、プライバシー保護という枠組

みを活用して世論操作を目的とするデータの利用に一定の

制約を加えることができる可能性はあるとされる11。 
公職選挙法によって選挙運動に対する詳細かつ厳格な

規制を加えている日本においても、規制は困難と思われ

る。SNS やサーチエンジンの多くが海外事業者であり日

本法を適用することが実効的に困難であるという大きな問

題はひとまず措き、規制の実効性が確保できるとしても、

デジタル・ゲリマンダーの手法のほとんどは、人気投票の

禁止等の公職選挙法で禁じられている行為にはあたらない

と考えられるからである。ただし偽ニュースについては、

「虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現

の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない」という

148 条の規定を適用する可能性はあると考えられる。 
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